
号

外

二�
令

和

六

年

七

月

九

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
事
務
を

定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

市

町

村

課)

二

○
岐
阜
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

情
報
シ
ス
テ
ム
課)

二

規

則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
七
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
一
号

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中

｢

若
し
く
は
第
三
号｣

を

｢

か
ら
第
四
号
ま
で｣

に
改
め
、

｢

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
寄
附
金
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。｣

を
削
り
、｢

特
定
寄
附
金

等｣

を｢

特
定
寄
附
金｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
、
第
五
項
第
四
号
及
び
第
六
項
中｢

特
定
寄
附
金
等｣

を｢

特
定
寄
附
金｣

に
改
め
る
。

第
六
十
六
号
の
二
様
式
中｢第

78条
第
３
項
｣

を｢第
78条
第
２
項
第
４
号
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律(

令
和
六
年
法
律
第
三
十
号)

の
施
行
の
日
の
属
す
る

年
の
翌
年
の
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
六
年
法
律
第
八
号)

附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
改
正
後
の
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

以
下｢

新
規
則｣

と
い
う
。)

第
五
十
一
条
の
二
第
一
項(

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

、
第
二
項
、
第
五
項(

第
四
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。)
及
び
第
六
項
並
び
に
第
六
十
六
号
の
二
様
式
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

第
一
項
第
一
号
中｢
以
下
こ
の
条
に
お
い
て｢

特
定
寄
附
金｣

と
あ
る
の
は｢

所
得
税
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律(
令
和
六
年
法
律
第
八
号)

附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
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発
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休
日
に
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た
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き
は
翌
日)

令
和
六
年
七
月
九
日



を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
第
七
十
八
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
特
定
寄
附
金
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て｢

特
定
寄
附
金
等｣

と
、
同
条
第
二
項
、
第
五
項
第
四
号
及
び
第
六
項
中｢

特
定
寄
附
金｣

と
あ
る
の
は｢

特
定
寄
附
金

等｣

と
、
第
六
十
六
号
の
二
様
式
中｢所

得
税
法
第
78条
第
２
項
第
４
号
｣

と
あ
る
の
は｢所

得
税

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(令
和
６
年
法
律
第
８
号
)
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
第
78条
第

３
項
｣

と
す
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い

る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
旧
用
紙
に
所
要
の
調
整
を
し
た
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
七
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
二
号

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
五
年
岐

阜
県
規
則
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
六
項
第
五
号
中｢

進
学
準
備
給
付
金｣

を｢

進
学
・
就
職
準
備
給
付
金｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
六
年
七
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
三
号

岐
阜
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
三
十
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
項
第
七
号
及
び
第
三
条
第
五
項
第
四
号
中｢

進
学
準
備
給
付
金｣

を｢

進
学
・
就
職
準

備
給
付
金｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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